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イ
ギ
リ
ス
近
代
医
史
に
お
け
る
個
人
ア
イ
デ
ィ
ア
の
流
れ
に
つ

い
て
の
考
察
（
医
謹
五
四
号
、
一
九
八
五
年
）
に
つ
い
で
、
学
問
と

医
職
と
の
歩
み
の
法
制
的
考
察
を
述
べ
る
。

三
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
一
、
一
六
世
紀
チ
ュ

ー
ダ
ー
朝
に
お
け
る
ロ
イ
ア
ル
コ
レ
ジ
オ
ブ
フ
ィ
ジ
シ
ャ

ン
ズ
設
立
に
み
ら
れ
る
医
職
の
法
制
的
確
立
、
患
者
医
師
関
係
の

明
確
化
。
そ
の
二
、
一
八
世
紀
ボ
ラ
ン
タ
リ
ホ
ス
ピ
タ
ル
の
動

き
に
お
け
る
病
院
医
師
の
診
療
職
制
の
整
備
。
患
者
は
病
院
内
に

あ
っ
て
も
そ
の
診
療
責
任
を
も
つ
医
師
が
明
確
で
あ
る
こ
と
。
そ

の
三
、
一
八
○
○
年
ロ
イ
ア
ル
コ
レ
ジ
オ
ブ
サ
ー
ジ
ャ
ン

ズ
の
設
立
。
医
職
の
な
か
に
あ
っ
て
フ
ィ
ジ
シ
ャ
ン
ズ
と
サ
ー
ジ

ャ
ン
ズ
と
の
ス
テ
ー
タ
ス
の
差
は
な
く
な
っ
た
。
以
上
の
三
エ
ポ

ッ
ク
で
あ
る
。

28

英
国
医
史
に
お
け
る
学
と
職
と

Ｉ
法
制
的
考
察

栗
本
宗
治

欧
州
大
陸
先
進
国
に
医
師
の
コ
レ
ジ
が
結
成
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
、
リ
ナ
カ
ニ
四
六
○
’
一
五
二
四
）
、
キ
ー
ス
、
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
な

ど
知
る
と
こ
ろ
で
、
ヘ
ン
リ
八
世
メ
デ
ィ
カ
ル
ア
ク
ト
一
五
一

二
な
ら
び
に
コ
レ
ジ
オ
ブ
フ
ィ
ジ
シ
ヤ
ン
ズ
設
立
の
チ
ャ
ー

タ
ー
勅
許
一
五
一
八
は
リ
ナ
カ
ら
の
進
言
に
よ
っ
た
。
学
と
職
と

の
竝
立
関
係
は
そ
の
後
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
次
第
に
確
立
さ

れ
た
。
大
陸
の
場
合
医
師
の
コ
レ
ジ
は
衰
退
し
た
。
学
職
両
輪
関

係
は
近
代
英
国
社
会
に
お
い
て
法
制
的
に
も
モ
デ
ル
的
役
割
を
な

す
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

大
陸
の
大
学
医
学
部
は
当
時
オ
ク
ス
ブ
リ
ジ
の
そ
れ
に
く
ら
べ

強
力
で
、
医
学
部
と
似
た
も
の
と
も
と
れ
る
コ
レ
ジ
は
圧
排
さ
れ

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

オ
ク
ス
ブ
リ
ジ
と
ロ
ン
ド
ン
の
コ
レ
ジ
オ
ブ
フ
ィ
ジ
シ
ャ

ン
ズ
と
の
関
係
に
お
い
て
医
職
の
コ
レ
ジ
は
当
初
か
ら
フ
ァ
カ
ル

テ
ィ
と
区
別
さ
れ
た
。
先
ず
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
、
合
格
者
を

も
っ
て
コ
レ
ジ
を
組
織
す
る
こ
と
、
一
言
で
云
え
ば
一
貫
し
て
そ

れ
は
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
、
職
の
試
験
機
関
で
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
患
者
医
師
関
係
を
法
制
的
に
明
確
と
す
る
こ
と
が
容
易

と
な
っ
た
。
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パ
ド
ゥ
ァ
に
病
床
教
育
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
テ
ィ
チ
ン
グ
が
行
わ
れ

た
。
ラ
イ
デ
ン
に
伝
わ
り
、
ブ
ー
ル
ハ
ー
ヴ
ェ
教
授
一
七
一
四
に

よ
っ
て
一
般
と
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
六
床
病
棟
で
あ
る
。
ラ
イ
デ

ン
の
影
響
は
聖
ト
マ
ス
病
院
の
ミ
ー
ド
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
、
さ
ら

に
新
大
陸
に
お
よ
ん
だ
。
コ
レ
ジ
の
メ
ン
バ
ー
資
格
な
ら
び
に
当

該
病
院
の
資
格
を
み
た
す
医
師
は
女
性
患
者
六
床
と
男
性
患
者
六

床
の
計
二
一
床
の
診
療
責
任
を
も
つ
こ
と
。
こ
の
診
療
単
位
に
未

資
格
修
業
中
の
医
師
・
学
生
が
配
属
さ
れ
て
学
ぶ
、
す
な
わ
ち
ベ

ッ
ド
サ
イ
ド
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
教
育
単
位
で
も
あ
る
。

シ
テ
ィ
と
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
と
の
中
間
に
、
中
世
か
ら
リ
ン

カ
ン
ズ
イ
ン
、
テ
ン
プ
ル
な
ど
の
イ
ン
ズ
オ
ブ
コ
ー
ト
が

存
在
し
た
。
オ
ク
ス
ブ
リ
ジ
の
法
学
部
に
竝
立
し
て
ロ
ン
ド
ン
に

お
け
る
法
職
の
コ
レ
ジ
と
い
え
る
。
ヘ
ン
リ
八
世
の
宗
教
改
革
僧

職
教
育
改
革
は
、
つ
い
で
法
職
改
革
そ
し
て
医
職
改
革
に
お
よ
ん

だ
。
裁
判
に
呼
ば
れ
る
コ
ー
ル
さ
れ
る
バ
リ
ス
タ
法
廷
弁
護
士
は

こ
の
イ
ン
ズ
オ
ブ
コ
ー
ト
に
住
み
こ
み
試
験
を
パ
ス
し
て
資
格
を

え
、
そ
の
イ
ン
に
属
し
た
、
今
日
も
そ
う
で
あ
る
。
ハ
ー
ヴ
ェ
イ

の
交
友
ジ
ョ
ン
セ
ル
デ
ン
（
一
五
八
四
’
一
六
五
四
）
は
法
実
務

か
ら
法
制
史
の
研
究
に
進
ん
だ
。
ケ
ン
ブ
リ
ジ
法
メ
イ
ト
ラ
ン
ド

教
授
に
よ
っ
て
セ
ル
デ
ン
協
会
は
発
足
し
た
一
八
八
六
年
。

ハ
ー
ヴ
ェ
イ
は
帰
国
後
コ
レ
ジ
試
験
に
合
格
し
て
資
格
を
え

た
、
ケ
ン
ブ
リ
ジ
卒
医
師
ト
マ
ス
ボ
ナ
ム
は
不
合
格
で
あ
っ
た
が

大
学
卒
者
と
い
う
例
外
則
を
も
っ
て
医
業
を
つ
づ
け
、
コ
レ
ジ
の

叱
責
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
職
に
お
い
て
服
す
べ
き
は
い
ず
れ

の
権
威
か
、
ボ
ナ
ム
判
例
一
六
一
○
は
法
学
生
が
学
ぶ
と
こ
ろ
で

あ
る
（
日
本
医
史
学
雑
誌
三
四
巻
二
号
一
九
八
八
年
）
。

今
、
英
国
は
欧
州
大
陸
と
の
協
調
関
係
を
進
め
る
べ
く
法
改
正

を
つ
づ
け
る
、
医
も
例
外
で
な
い
。
職
の
規
範
は
倫
理
に
近
い
。

学
と
職
と
の
両
輪
関
係
は
有
用
な
制
度
と
み
な
さ
れ
て
、
ョ
－
ロ

ッ
パ
に
お
け
る
モ
デ
ル
例
と
な
る
か
、
注
目
さ
れ
る
。

コ
レ
ジ
オ
ブ
サ
ー
ジ
ョ
ン
ズ
に
関
し
て
は
紙
面
の
つ
ご
う

に
よ
り
略
。

（
大
阪
医
科
大
学
）


